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学校法人九州国際大学行動規範について 
 
 
  この「行動規範」を制定することによって、本学園は「私たちは、地域の教育機関とし

て、常に自己革新に努め、良識ある行動をする。」ことを宣言したいと思います。良識ある

行動とは、高い倫理観と社会のルールを守ることはもちろん、その行動が社会の模範とな

るものでなければなりません。教育機関に携わる者としてより良い人材の養成に努める事

を当然重要視しますが、地域の一法人として公器とともに私的良識とのバランスも重要な

点です。 
本学園が「高い倫理観」をもって良識ある行動をとり続けるためには、建学の理念のも

と教育研究活動を通じて地域社会の発展に頁献する基本理念と、それを具体化する管理の

仕組みもさることながら、教職員の皆さんの広い視野と良識ある判断がその基盤となりま

す。 
さらに、事業の構造改革と多様化に伴って責任と権限が分散化され、機能分担・フラッ

ト型の組織編成のもと、教職員ひとりひとりの判断と行動に今まで以上の大きなウエイト

がかかってきます。加えて、高度情報通信ネットワーク社会の進展、地球環境問題、少子

高齢化社会、国際会計基準に基づく価値判断の変化、競争力強化等かつて体験したことの

ない新しい課題に対処していかねばならない場面が増加しております。その観点より、今

ここで教職員の皆さんが守るべき「行動規範」を確認しておくことは重要な意味がありま

す。 
  こうした背景から、現行の「就業規則」の他に、現在の教育研究環境や新しい社会ルー

ルに合わせた「行動規範」を新たに制定することにしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２０年１０月 1 日 
学校法人九州国際大学 
理事長 髙 野 利 昭 
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学校法人九州国際大学行動規範 

 
第１章 健全な職場環境 ～ 学校法人九州国際大学の持続的発展のために ～      
第 １条  私たちは、学校法人九州国際大学の一員としての自覚を持って、建学の理念・

目標を実現するため、一致協力します。 
第 ２条  私たちは、お互いの人格・人権を尊重し、性別、人種、出身、信仰、価値観

などを理由とする差別やプライバシーの侵害を行いません。また、そのような

差別や侵害を放置しないように努めます。 
第 ３条  私たちは、職員の主体性・創造性等の能力が最大限に発揮できるよう、労働

関係法令及びその精神を遵守し、安全で健康的な職場環境を整備するとともに、

透明性、公平性、公正性を確保し、納得の得られるよう努めます。 
 
第２章 法令遵守 ～ 学校法人九州国際大学の一員として ～             
第 ４条  私たちは、法令を遵守し公序良俗に反するような行為を厳に慎みます。 
第 ５条  私たちは、本法人の方針、諸規程並びに職制に定める所属長の指示命令を誠

実に守り、職場の秩序の保持に努めます。 
第 ６条  私たちは、教育研究の場はもとより、日常的な行動においても本法人の名誉・

信用を傷つける行為をしません。 
第 ７条  私たちは、業務上知り得た情報は適切に管理し、保持に努めます。 
第 ８条  私たちは、私生活においても社会人としての品位を保ち、健全な社会常識か

ら逸脱する言動がないよう自律するように努めます。 
第 ９条  私たちは、業務または職員の立場により知り得た非公開情報にもとづいて、

自分の利益をはからないように努めます。 
第１０条  私たちは、事業活動に関する記録や報告を、正確かつ正直に行うように努め

ます。 
 
第３章 教育、学生・生徒支援 ～ 有為の人材育成のために ～            
第１１条  私たちは、本法人の理念・目標を実現する教育を行い、社会から求められる

人材の養成に努めます。 
第１２条  私たちは、教育及び学習環境を整備し、充実した学びの実現に努めます。 

また、学生・生徒の自主的学習を支援する環境と課外活動に対する支援体制の

整備に努めます。 
第１３条  私たちは、教育課程に関する諸情報（カリキュラム、シラバス、成績評価法

等）を適正に開示し、それに基づく教育を行い、学生・生徒による授業評価等

により常に教育課程の改善に努めます。 
第１４条  私たちは、教授法の開発・学習支援等において常に研鑽を積み、授業の改善
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に努めます。 
第１５条  私たちは、教育・学習の場で事故が発生しないように努めます。 
第１６条  私たちは、あらゆる種類のハラスメントを許しません。 
第１７条  私たちは、学生・生徒の個人情報、個人データの管理には細心の注意を払い

ます。 
第１８条  私たちは、教育、学生・生徒支援に関する多様な意見、批判、要望等は真摯

に受け止め、説明責任に基づく誠意ある対応に努めます。 
 
第４章 入学者選抜 ～ 公正かつ妥当な選抜のために ～               
第１９条  私たちは、アドミッション・ポリシーに基づき、公正かつ妥当な入学者の選

抜を行います。 
第２０条  私たちは、様々な入学志願者に対し、多様な受験の機会を提供するよう努め

ます。 
第２１条  私たちは、入学希望者の選抜に当たっては公正を期するとともに、関係する

あらゆる情報の管理等、細心の注意を払い実施します。 
 
第５章 研究活動 ～ 知の継承と創造のために ～                  
第２２条  私たちは、自ら生み出す専門知識の質を担保する責任を有し、さらに自らの

専門的知識、技術、経験を活かして、社会の安全と安寧、人類の健康と福祉、

そして環境の保全に対する責任を有することを自覚します。 
第２３条  私たちは、学問の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚

し、自らの研究姿勢を常に点検しつつ信念に基づいて誠実に行動します。 
第２４条  私たちは、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努めるとともに、学問

と社会の関係を広い視野から理解できるように弛まず努力し、常に最善の判断

と姿勢を示します。 
第２５条  私たちは、自ら携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、それら

が人間、社会に及ぼし得る影響や起こり得る変化を推定評価し、その結果を中

立性・客観性をもって公表するとともに、社会との建設的な対話を築くように

努めます。 
第２６条  私たちは、研究上の不正行為が起こらない高潔な研究環境の整備に努めます。 

そのために、研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本

規範に基づいて誠実に行動し、研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを

徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為が起こり得ない環境を醸成しま

す。 
第２７条  私たちは、研究の実施、研究費の使用等に当たっては、関係法令や規程を遵

守します。 
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第２８条  私たちは、人を対象とする研究においては、関係法令や規程及び指針を遵守

します。 
第２９条  私たちは、研究において権威を無批判に受け入れることを排し、他者の成果

を建設的に批判すると同時に、他者の批判には謙虚に耳を傾け、真摯な態度で

意見を交えるとともに、他者の知的成果などの業績を正当に評価し、名誉や知

的財産権を尊重します。 
第３０条  私たちは、教育者としての研究・教育・学会活動において、人種、性、地位、

思想・宗教などによって個人を差別せず、公平に対応して、個人の自由と人格

を尊重します。 
第３１条  私たちは、自らの行動において利益相反の有無に十分に注意を払い、そのよ

うな立場を可能な限り回避し、そうでない場合はこれを公表します。自らの研

究成果の社会還元や専門知識に基づく見解の呈示においては、私益に対して公

益を優先します。 
第３２条  私たちは、責任ある研究を行うことのできる公正な環境の確立・維持も自ら

の重要な責務であることを自覚し、研究者コミュニティ及び自らの所属組織の

研究環境の質的向上に関する取組に積極的に参加します。 
第３３条  私たちは、学内外における研究活動において、関係法令及び学内規程を遵守

し、いかなる不正行為も行わないように努めます。 
 
第６章 社会貢献・環境活動 ～ 地域社会の向上発展のために ～           
第３４条  私たちは、常に地域社会への貢献や連携を考え、開かれた学校づくりを行っ

ていきます。 
第３５条  私たちは、教育及び研究の成果を積極的に社会に還元します。 
第３６条  私たちは、公職への協力を積極的に行い、専門的知見を社会に活用します。 
第３７条  私たちは、環境問題を教育機関が社会的責任を果たしていく上での重要な課

題の一つとして認識し、自主的・積極的に行動します。 
第３８条  私たちは、同僚、学生・生徒、関係企業、団体、近隣地域の健康と安全、な

らびに地球環境資源の保護に十分配慮して業務を遂行するように努めます。 
第３９条  入学志願者や学生・生徒ならびにその保護者、地域社会への約束や説明、な

らびに公的機関に対する報告は、誠実かつ確実なものであるように努めます。 
 
第７章 財務 ～ 健全な経営のために ～                      
第４０条  私たちは、本法人所有財産を適正に管理し、私的に使用しません。 
第４１条  私たちは、取引先の選定を行うに当たっては、合理的かつ購買活動の公正を

保ち、関係企業などから高い信頼を得られるよう、業務を遂行するように努め

ます。 
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第４２条  私たちは、卒業生や保護者をはじめとする本法人の支援者に尊敬の念を持ち、

誠実に接します。また寄附を受けた場合はその趣旨、寄附者の期待に応えられ

るよう本学の発展のために有効に活用します。 
第４３条  私たちは、本法人と競合する事業活動に係わったり、本法人の利益を犠牲に

して自分や第三者の利益をはからないように努めます。 
第４４条  私たちは、入学志願者や学生・生徒並びにその保護者、関係企業・団体等か

ら、現在や過去または将来の諸活動・業務に付随して、現金、有価証券、贈物、

歓待、その他の過剰な接待を受けないように努めます。同様に、家族や知人に

受け取らせないように努めます。 
第４５条  私たちは、企業や団体の役員、職員、およびその家族に、現金、有価証券、

贈物、歓待、その他の利益を提供しないように努めます。ただし、取引に影響

を与えない場合や特に本法人が認めた場合は構いません。 
第４６条  私たちは、官公庁、市町村、政府系企業等との取引では、調達行為に関する

法令を尊重して行動するように努めます。また、公務員、特別公務員、その他

の公職関係者には、現金、有価証券、贈物、歓待、その他一切の利益を提供し

ないように努めます。 
第４７条  常識を超えた職員間での贈物、金品のやりとりや、職員が企業等から贈物を

受け取ることは禁止します。ただし、社会常識の範囲での冠婚葬祭については

構いません。 
第４８条  業務で他人の有形・無形の財産を利用するときは、不適切な入手、使用、処

分がないよう、十分に配慮するように努めます。 
第４９条  私たちは、本法人の設備、備品、資金、情報を指示された業務以外の目的に

使用しないように努めます。また、これらの財産の紛失、漏出、盗難、不正利

用を招かないよう、本法人が定めるところに従い管理を徹底するように努めま

す。 
第５０条  私たちは、事実に反する経費を本法人に請求したり、また受け取らないよう

に努めます。また、本法人の承認なく他の仕事に従事してはなりません。 


